
 令和６年度「みやざき有機農業拡大加速化事業に係る運用」の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる記述内容を同表の改正後の欄に掲げる規定に朱記下線で示す記述内容に改正する。 

   

改正前 改正後 

３ 事業実施等の手続 
（１） ・（２） ［略］ 

 

（３）補助金の交付申請 
生産者・団体など（以下、「生産者」という。）は、県の「交 

付要綱」、「交付要綱別表」を確認し、事業区分に該当する「事 
業計画（実績）書」（様式第１号－＊＊、様式第２号－＊＊）及 
び添付書類を協議会へ提出する。 

 

３ 事業実施等の手続 
（１）・（２） ［略］ 

 

（３）事業計画書の作成及び提出 
事業を実施しようとする生産者・団体など（以下「生産者等」 

という。）は、（２）に基づく事業計画書を作成し、協議会へ提出 
する。 
 

 
（４）事業計画の承認及び通知 

協議会は、提出のあった事業計画書の内容を確認し、適当とみ 
められる場合は事業計画を承認し、生産者等に対して通知する。 

（５）補助金の内示 
協議会は、承認した事業計画をとりまとめ、予算の範囲内で生 

産者等へ補助金の割当内示を行う。 
（６）補助金の交付申請 

生産者等は、計画承認後に通知される割当内示に基づき「交付申 
請書」（様式第５号）を作成し、事業計画書等を添付し協議会へ提 
出する。なお、既に提出した事業計画書の記載事項、添付書類に変 
更がない場合は提出を省略できる。 
 

４ 補助金の交付決定 
協議会は、生産者から提出された「事業計画書」（様式第２号）

を審査し、その事業内容が適当と認められるときは、交付決定し、
「交付決定通知書」を生産者へ送付する。 

 

４ 補助金の交付決定 
協議会は、生産者等から提出された「交付申請書」を審査し、その事業
内容が適当と認められるときは、交付決定し、「交付決定通知書」を
生産者等へ送付する。 



改正前 改正後 

５ 計画の変更・廃止の場合の手続き 
（１） 計画の変更 

① 変更申請 ［略］ 
 

② 変更届 

前項①以外の項目で、「事業計画書」及び添付書類に変 

更が生じた場合は、速やかに「変更届」を協議会へ提出す 

ること。 

５ 計画の変更・廃止の場合の手続き 
（１） 計画の変更 

① 変更申請 ［略］ 
 

② 変更届 
       前項①以外の項目で、「事業計画書」及び添付書類に変更

が生じた場合は、割当内示通知を受ける前までに速やかに
「変更届」を協議会へ提出すること。 

 
 

６・７ ［略］ ６・７ ［略］ 

- ８ 留意事項 
当該事業の補助金の交付を受ける生産者等は、宮崎県有機農業連絡 

協議会の有機農業推進部会の会員として、同協議会規約の別表に記載 
する。 

 

８ 協議会への連絡先・提出先 ［略］ 

 

９ 協議会への連絡先・提出先 ［略］ 
 

 

    附 則 

この運用は、令和６年９月５日から施行し、令和６度の予算に係るみやざき有機農業拡大加速化事業補助金に基づき適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

改正前 改正後 

別表－２ 事業区分と様式一覧 

 

 

 

 

別表－２ 事業区分と様式一覧 

 


